
議案第１２１号 

 

大口町と丹羽広域事務組合との間の公共下水道等使用料の徴収事務の

委託に関する規約の変更について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項の規定に基づき、

大口町と丹羽広域事務組合との間の公共下水道等使用料の徴収事務の委託に関する

規約を別紙のとおり変更することについて、同条第３項の規定において準用する同

法第２５２条の２の２第３項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和元年１１月２９日提出 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博 

 

 （提案理由） 

この案を提出するのは、農業集落家庭排水事業の廃止に伴い、この規約の一部を

変更するため必要があるからである。 
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   大口町と丹羽広域事務組合との間の公共下水道等使用料の徴収事務の 

   委託に関する規約の一部を変更する規約 

 

大口町と丹羽広域事務組合との間の公共下水道等使用料の徴収事務の委託に関す

る規約（平成１９年大口町告示第４１号）の一部を次のように変更する。 

題名及び第１条中「公共下水道等使用料」を「公共下水道使用料」に改める。 

第２条第１号中「及び農業集落家庭排水使用料」を削る。 

第３条中「又は大口町農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例（平

成２年大口町条例第１２号）及び大口町農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理

に関する規則（平成２年大口町規則第９号）」を削る。 

   附 則 

 この規約は、令和２年４月１日から施行する。 
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大口町と丹羽広域事務組合との間の公共下水道等使用料の徴収事務の委託に関する規約の一部

変更新旧対照表 

新 旧 

大口町と丹羽広域事務組合との間の公

共下水道使用料の徴収事務の委託に関

する規約  

大口町と丹羽広域事務組合との間の公

共下水道等使用料の徴収事務の委託に

関する規約  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規約は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２５２条の１４第１項の規

定に基づき、大口町（以下「甲」という。）

と丹羽広域事務組合（以下「乙」という。）

との間に公共下水道使用料の徴収事務の委託

について必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規約は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２５２条の１４第１項の規

定に基づき、大口町（以下「甲」という。）

と丹羽広域事務組合（以下「乙」という。）

との間に公共下水道等使用料の徴収事務の委

託について必要な事項を定めるものとする。 

（委託事務の範囲） （委託事務の範囲） 

第２条 甲は、次に掲げる事務（以下「委託事

務」という。）の管理及び執行を乙に委託す

る。 

第２条 甲は、次に掲げる事務（以下「委託事

務」という。）の管理及び執行を乙に委託す

る。 

(1) 公共下水道使用料（以下「使用料」とい

う。）の算定に関する事務 

(1) 公共下水道使用料及び農業集落家庭排水

使用料（以下「使用料」という。）の算定

に関する事務 

(2)～(4) 略 (2)～(4) 略 

（管理及び執行の方法） （管理及び執行の方法） 

第３条 委託事務の管理及び執行については、

大口町下水道条例（平成５年大口町条例第３

０号）及び大口町下水道条例施行規則（平成

５年大口町規則第３０号）の定めるところに

よるものとする。 

第３条 委託事務の管理及び執行については、

大口町下水道条例（平成５年大口町条例第３

０号）及び大口町下水道条例施行規則（平成

５年大口町規則第３０号）又は大口町農業集

落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する

条例（平成２年大口町条例第１２号）及び大

口町農業集落家庭排水処理施設の設置及び管

理に関する規則（平成２年大口町規則第９

号）の定めるところによるものとする。 
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